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１．申請取り下げ・再度申請について                                   

このマニュアルでは、「入札参加資格申請システムで誤った内容等で申請を行ってしまった場

合の取り下げ方法」と「取り下げ申請を行った後に再度申請する場合の方法」について説明しま

す。 

２．取り下げ                                 

申請の取り下げは、必ず、申請書類の送付（提出）前に行ってください。 

なお、申請を取り下げた後で、取り下げた申請書情報を使用して再び申請することができます。 

注 意 

書類を送付（提出）後に、やむを得ない理由により申請を取り下げる場合は、 

千葉県電子自治体共同運営協議会 サポートデスク（平日午前９時から午後５時まで(正午か

ら午後１時までを除く)） 

電話：０４３－４４１－５５５１ 

に、必ず連絡を行ってください。 

 

(1) システムログイン 

① 《ちば電子調達システム》画面を表示し、【システム入口】ボタンをクリックします。 
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② 《ちば電子調達システム》画面の《システムメニュー》で【入札参加資格申請システム】

ボタンをクリックします。 
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③ 《入札参加資格申請システム》のログイン画面が表示されます。 

 《利用者番号》と《パスワード》を入力します。 

 【ログイン】ボタンをクリックします。 
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(2) 取り下げ方法 

※ここでは、「令和6･7年度 変更申請」で業種が「物品」の場合を例にして説明します。 

他の申請業種も同様の操作です。 

 

① 入札参加資格申請システムにログインすると《提供サービス一覧》画面が表示されます。 

取り下げしたい申請種別の業種の審査状況欄の【確認】ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この《提供サービス一覧》画面の

審査状況欄の【確認】ボタンをク

リックします。 
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② 【確認】ボタンをクリックすると、《申請書状況詳細》画面が表示されます。 

内容を確認し、【取下げ】ボタンをクリックします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この《申請状況》が審査中となって

いないと取下げを行うことはできま

せん。 
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③ 《取下げ登録確認》画面が表示されます。 

メッセージを確認し、【実行】ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 意 
・取り下げした申請に係る申請書類を使用することはできません。再申請した後

に印刷した申請書類を使用してください。 

 

・添付書類を送付（提出）後に、やむを得ない理由により申請を取り下げる場合

は、千葉県電子自治体共同運営協議会 サポートデスク（平日午前９時から午後

５時まで(正午から午後１時までを除く)） 

（ＴＥＬ：０４３－４４１－５５５１）に、必ず連絡を行ってください。 
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④ 《結果表示》画面が表示されます。 

【ＯＫ】ボタンをクリックし、処理を終了します。 

 

 

⑤ 《申請書情報検索》画面が表示されます。 

《申請状況》が「受付取下げ」になっていることを確認してください。 

取り下げした後に、再度の申請を行う場合は次ページ以降をご覧ください。 

 
 

 

 

 
ワンポイント 

・取下げした後に、再度の申請を行う場合は次ページ以降をご覧ください。 

ただし、申請期間終了後に、再度の申請を行うことはできません。 
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３．取り下げ後の再度の申請について                                 

申請を取り下げた後に、取り下げた申請書情報を使用して再び申請することができます。 

ただし、申請期間終了後に、再度の申請を行うことはできません。 

 

① 取り下げした申請書情報がある場合、「入札参加資格申請システム」にログインした後の

《提供サービス一覧》画面内の各業種の「申請する」ボタンの右側の入力状況欄に「取下げ

済み保存中」が表示されます。 

「申請する」ボタンをクリックしてください。 
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② 《保存情報読込み確認》画面が表示されます。 

取り下げを行った申請書情報を使用する場合は「はい」ボタンを、使用しない場合は「い

いえ」ボタンをクリックしてください。「はい」をクリックした場合、取り下げした申請書

情報の内容を反映させた状態で申請を行うことができます。 

その後の申請処理は、各申請マニュアルをご覧ください。  

    

 

 

注意 

・取り下げ後の申請は、新たな申請として取扱いますので、受付番号が異なります。 

・取り下げした申請に係る申請書類を使用することはできません。再申請した後に 

印刷した申請書類を使用してください。 


